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第１章 第１章　保存活用計画策定の目的と経過

第１節　策定の経緯

　宝
ほうまんざん

満山は、古代都市大宰府の北東に位置し、太宰府市から筑紫野市に展開する。北は仏
ぶっ

頂
ちょう

山
ざん

（868 

m）山頂より南は愛
お

嶽
たけ

山（443m）裾までを含む三
さんぐん

郡山
さん

系の南西端部にあり、主峰は竈
かま

門
ど

神社上
じょうぐう

宮

社殿のある標高 829m のピークを主体とする。

宝満山は、古代の山頂祭祀遺跡をはじめとして山麓を含む広範囲に遺跡が展開しており、山体全体

が神聖なる信仰の山として崇敬を集めてきた。これらの遺跡の保存のため、平成 25 年 (2013)10

月 17 日付で信仰の山として国の史跡に指定された（以下、国指定史跡としての宝満山を示す場合は

史跡宝満山とする）。

　また、宝満山は年間を通して登山者が絶えず、年間の登山者数は推計 7 万人を超えるとも言われ、

九州でも屈指の登山の山である。登山者の増加から、ごみや糞尿処理の問題、中にはシャクナゲを

はじめとした植物の盗掘、考古遺物の持ち去り、無届の作道など、予期せぬ管理上の問題も起こっ

ている。また、近年の集中豪雨等による山崩れや坊跡の石垣の崩落など、自然災害なども頻発する

ようになった。

　このような状況から、遺構をはじめとした歴史的価値や史跡の基盤となる自然環境の保護を図る

ため、史跡の保存管理の方針、活用のあり方について、包括的に検討するために「史跡宝満山保存

活用計画」を策定することとなった。

　史跡宝満山を市域に含む筑紫野市と太宰府市は、平成 29 年度から本策定事業に係る体制について

協議し、両市による保存活用計画策定に係わる協定を締結した。翌年、両市を事務局とし、国庫補

助事業主体者を筑紫野市とする形で「宝満山保存活用計画策定委員会」を立ち上げ、事業に着手した。

写真 1-1　宝満山遠景（筑紫野市阿志岐より）

第１章　保存活用計画策定の目的と経過
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第１章　保存活用計画策定の目的と経過

第２節　策定の目的

　史跡宝満山保存活用計画の策定は以下の点を目的として策定する。

・史跡宝満山が有する多様な価値を分析・整理し、次世代に確実に継承するための方向性を明示

する。

・史跡宝満山の保護を関係機関と共に確実に遂行し、地域、及び登山者に親しまれ続ける、保存・

活用・整備の方針を明示する。

　本計画の策定に際しては、利用者が史跡宝満山を史跡として認識、愛着、誇りをもち、保護を図

りながら利用できるように、まず、史跡としての価値を明確にし、次に現状と課題を整理する。そ

の上で、適切な保存管理のための追加指定及び公有化、現状変更の取扱い基準や今後の活用・整備

に関する現時点での方針を示す。

　本計画の策定にあたって、宝満山が史跡であると同時に、例年多くの登山者が訪れるため、景観

や遺構が影響を受けざるを得ない状況にあることに加え、地権者が行政ではなく複数であることか

ら予想される現状変更の内容を検討し、地権者等との調整を十分に図りながら保存活用を進める必

要がある。

　以上の点をふまえ、以下の 10 項目を本計画書の作成にあたり、各章において、明文化する。

① 史跡宝満山とその周辺環境の特徴を踏まえ、史跡指定に至るまでの歴史的経緯を明らかす 

 る。【第 1、2、3 章】

② 史跡宝満山が有する様々な価値を整理し、史跡としての価値を明らかにする。【第 4 章】

③ 史跡宝満山における保存活用の現状と課題について、保存管理、調査・研究、活用、整備、 

 運営・体制の整備の５項目を軸に整理する。【第 5 章】

④ 史跡宝満山の保存活用を進めるうえでの基本理念を示す。【第 6 章】

⑤ 史跡宝満山の保存管理について、方向性とそれを推進するための具体的な方法を示す。  

 【第 7 章】

⑥ 史跡宝満山の保存活用に必要な調査・研究について、方向性と具体的な方法を示す。  

 【第 8 章】

⑦ 史跡宝満山の活用について、方向性と具体的な方法を示す。【第 9 章】

⑧ 史跡宝満山の整備について、方向性と具体的な方法を示す。【第 10 章】

⑨ 史跡宝満山の運営・体制の整備について、方向性と具体的な方法を示す。【第 11 章】

⑩ 計画策定後の保存活用に関する取り組みについて、期間を設定し内容を示す。【第 12 章】

第３節　計画の対象範囲

　保存活用計画策定における計画対象範囲（図 1-1）は、既に史跡として指定を受けている範囲（以

下「指定地」という）と登拝道（登山道）、及び江戸時代に宝満二十五坊が管理していた範囲のうち、

現在林野庁が所有している範囲（保護を要する範囲）とする。
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第１章 第１章　保存活用計画策定の目的と経過
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図 1-1　計画対象範囲

表1-1　各地区の説明

指
定
地

上宮地区
聖域である山頂から堂舎が立つ山中、坊・小堂・祠などが作られた山裾までを含む山岳信仰の中
心となる地区である。

愛嶽山頂地区
宝満山の南西にある別峰である。古代遺物の散布地としての遺跡であり、近世には愛嶽神社や山
伏の財行坊が置かれ、宝満山と一体的な信仰の場所である。

登拝道
中腹の一の鳥居から山頂までの登山道であり、中宮跡から山頂までは通称男道と呼ばれる。筑紫
野市側の大谷尾根道も登拝道である。

西院谷地区
ほとんどが太宰府市域に含まれ、殺生禁断碑の 30 ｍ程上部から中宮跡までの山腹に位置し、石
垣等で形成された坊跡が残っている。

東院谷地区 筑紫野市側に造られた坊跡群で、最上部に宝満山の山伏の長である座主跡のほか 15 坊があった。

本谷地区
宝満山の麓から一の鳥居の間にあり、宝満山の山頂を拝める場所である。承平 7 年（937）石清水
八幡宮文書に示す「六所宝塔」の「安西塔」であると考えられている。

その他の山中地区
広範な山中は行場や祭祀場、営林・育林の場として利用され、井や窟、人為的な段造成、湧水の
ある沢、巨岩などが点在している。

下宮地区
宝満山の山裾にあり、聖域である山と俗世である里との接点にあたる地区である。竈門神社社殿
があり、宗教行為の中心となる地区である。

大門地区
下宮地区より少し離れた里の中にあり、平安時代の仏殿と考えられる遺構が発見されたほか、周囲に中
世段階の遺構が集中している。近代以降は主に所有者の耕作地となり、生業が営まれている地区である。

保護を要する範囲

保護を要する範囲とは、文化庁が史跡指定の段階で指定地と同様の価値を認めているが、現状は
未指定の範囲となる。そのため、土地の確実な保護を行う必要があり、将来の史跡指定を目指す
範囲である。今後追加・拡張する可能性がある。なお、登拝道の一部（一の鳥居から中宮跡下まで、
大谷尾根道の一部）と中宮跡はこの範囲に含まれる。

第４節　計画期間

　本計画は令和 2 年（2020）3 月に策定され、令和 2 年 4 月 1 日から令和 12 年（2030）3 月 31

日までの 10 年間とする。
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第１章　保存活用計画策定の目的と経過

第５節　史跡指定

１．指定の概要

　指定の概要は以下のとおりである。

名称 宝満山

種別 史跡

時代 古代・中世・近世

所在地 
福岡県筑紫野市大字大石 795 番外６筆

福岡県太宰府市大字北谷字宝満山 1 番外 20 筆

面積 
総面積 644,341.56㎡　

（筑紫野市　391,041.30㎡　太宰府市　253,300.26㎡）

指定年月日 平成 25 年 10 月 17 日（2013 年 10 月 17 日）

指定基準 三．社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡

管理団体

筑紫野市（福岡県筑紫野市石崎一丁目１番１号）

太宰府市（福岡県太宰府市観世音寺一丁目 1 番 1 号）

平成 31 年 3 月 19 日（2019 年 3 月 19 日）

２．指定理由とその範囲

（１）指定内容

　宝満山（標高八二九メートル）は大宰府の北東に位置する山である。有明海に注ぐ宝満川と玄界

灘に注ぐ宇美川、御笠川を分ける水
み

分
くま

りの山で、古くからの信仰の山として知られる。山頂に竈
かま

門
ど

神社 上
じょう

宮
ぐう

、麓に下
げ

宮
ぐう

、八合目に堂舎はすでにないが、中
ちゅう

宮
ぐう

跡が存在する。

　『扶
ふ

桑
そう

略
りゃっ

記
き

』に延暦二十二年（八〇三）、最澄が渡海の平安を祈るため、太宰府竈門山
やまでら

寺に薬師仏

を造ったとみえ、宝満山は古く竈門山と呼ばれていた。また、承
じょうわ

和七年（八四〇）竈門神
のかみ

に従五位

上が授けられ（『続日本後紀』）、『延喜式』には名神大社として竈門神社がみえる。大
だい

山
せん

寺
じ

や有
う

智
ち

山
やま

寺
でら

等の名称も使われ、円仁は承和十四年帰朝し、大山寺において竈門大神のために読経を行ってい

る（『入
にっ

唐
とう

求
ぐ

法
ほう

巡
じゅん

礼
れい

行
こう

記
き

』）。八
はち

幡
まん

信仰と融合し、宮
ぐう

寺
じ

として社寺一体となり、後延暦寺の末寺となっ

ている。中世には宝満山とも呼ばれ、宝満大菩薩という仏神となり、英彦山修験道と結合して英

彦山の胎蔵界に対し、金剛界の行
ぎょう

場
ば

として、修験の山となった。また、筑前の守護武
む

藤
とう

少
しょう

弐
に

氏が

山中に城を構築し、南北朝の争乱の舞台ともなった。大
おお

友
とも

義
よし

鎮
しげ

が弘治三年（一五五七）検地を実施し、

堂舎の破壊に及んだことから、翌永禄元年（一五五八）以降、残った坊中（二十五坊）は西
さい

院
いん

谷
だに

地区

や東
とう

院
いん

谷
だに

地区の山中に坊宅を移すこととなった。近世に入り戦国時代の荒廃からの復興がなされ、

文禄三年（一五九四）に峰
みね

入
いり

行
ぎょう

も復活する。寛文五年（一六六五）、弘
こう

有
ゆう

の時代に英彦山を離れて聖

護院末となった。近世における山内の土地区分と管理の在り方は井本坊に残された「竈門山水
みず

帳
ちょう

写
うつし

」に示されている。廃仏毀釈により山中の諸堂が破却され、明治四年（一八七一）には全ての坊が

神職に転じ、坊中は離山していった。竈門神社は村社に位置づけられ、後に官幣小社に列せられる。

現在は一年を通じて登山者が絶えない山となっている。

　宝満山については、これまでに太宰府顕彰会によって地形測量やトレンチ調査、分布調査等が

行われ、その重要性が指摘されていた。その後、山麓部において民間開発に伴う発掘調査も進め

表1-2　指定の概要
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られた。そうした中、太宰府市教育委員会は平成十七年度より五か年の計画で山中の悉皆的な遺

構の調査を実施し、地形測量等を実施した。また、筑紫野市教育委員会も近年豪雨による崩落が

進行する中で、遺構の保全措遣に努めている。

　花崗岩の巨岩で構成される上宮地区においては多量の祭祀遺物が出土している。祭祀は八世紀

以降に展開し、その遺物には奈良三彩や古代の銭貨も含まれ、九世紀の前半に最も盛んとなり、

東崖への土器の投棄は十一世紀まで行われている。沖ノ島（福岡県宗像市）における祭祀との共通

性が指摘されている。下宮地区の参道南側には、平安時代末から鎌倉時代に五間四面の本体の正

面に孫廂の付いた平面を有する礎石建物が造営されるが、出土遺物や柱座のある礎石の存在から

八世紀に遡る堂舎が存在し、文献にみえる竈門山寺の堂塔の一つと推定される。大門地区におい

ても平安時代後期の礎石建物が検出されている。また、沙弥 證
しょう

覚
がく

が承
じょう

平
へい

三年（九三三）に造立した

宝塔と考えられる遺構が、本
もと

谷
だに

地区で検出され、中宮跡の巨岩には文保二年（一三一八）の入
にゅう

峰
ぶ

の

記録が刻されている。また、愛
お

嶽
たけ

山頂（標高四四二メートル）には近世の地誌に山頂の「大
おお

岳
たけ

」に対

して「小
お

岳
たけ

」と呼ばれた社有地がある。

　このように、大宰府との位置関係や年代、祭祀の国家的な性格等から、宝満山は大宰府との密

接な関係をもって成立した信仰の山で、最澄らが入唐する際や帰朝後の参拝の対象ともなった。

中世には修験の山として発展し、戦国時代に坊中が山中に移動し、近世を通じて信仰の山として

発展した。祭祀跡や堂舎跡、窟
くつ

、西院谷と東院谷の坊跡などの遺構は保存状態がよく、古代から

近世に至る遺跡の変遷を具体的にたどることができる。わが国の山岳信仰の在り方を考える上で

重要であることから、史跡に指定し、保護の万全を図るものである。

引用）『月刊文化財　平成 25 年 9 月号 600 号』

（２）指定地の範囲

　指定地の範囲、指定地内の地番とその位置は図 1-2、表 1-3 のとおりである。

図 1-2　指定にかかわる地番位置図
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福岡県太宰府市 大字北谷字宝満 一番、二番二

同 大字内山字竈門山 一番、二番一、二番二

同 大字内山字本谷 七八〇番一、七八〇番一六、七九四番

同 大字内山字御供ヤ谷 八八三番

同 大字内山字大門 九一八番一、九一九番一、九一九番二、九一九番三、

九一九番四、九一九番五、九二〇番一、九二〇番三、

九二一番一

同 大字内山 一四〇四番、一六四二番二、一六四二番三

福岡県筑紫野市 大字大石 七九五番、七九六番、七九七番、七九八番、七九九番、

八〇〇番

同 大字本道寺 六六五番二

右の地域に介在する道路敷、筑紫野市大字大石七九七

番と福岡森林計画区宝満山国有林十〇林班に挟まれる

道路敷のうち実測一 . 一〇平方メートル、筑紫野市大字

大石七九五番と福岡森林計画区宝満山国有林十〇林班

に挟まれ筑紫野市大字大石七九五番と福岡森林計画区

後田国有林九林班に挟まれるまでの道路敷のうち実測

一二九三 . 〇〇平方メートル、筑紫野市大字大石七九五

番と福岡森林計画区後田国有林九林班に挟まれる道路敷

のうち実測三六 . 〇〇平方メートル、筑紫野市大字大石

七九五番と福岡森林計画区後田国有林九林班に挟まれる

道路敷のうち実測六 . 二六平方メートル、筑紫野市大字大

石七九五番と福岡森林計画区後田国有林九林班に挟まれ

る道路敷のうち実測三三 . 〇〇平方メートル、筑紫野市大

字大石七九五番と福岡森林計画区後田国有林九林班に挟

まれる道路敷のうち実測一一 . 〇〇平方メートル、筑紫野

市大字大石七九五番と福岡森林計画区後田国有林九林班

に挟まれる道路敷のうち実測一一 . 〇〇平方メートル、筑

紫野市大字大石七九五番と福岡森林計画後田国有林九林

班に挟まれる道路敷のうち実測一 . 七六平方メートル、筑

紫野市大字大石七九五番と福岡森林計画後田国有林九林

班に挟まれる道路敷のうち実測二 . 一八平方メートルを含

む。

備考　道路時期のうち一部のみを指定するものについて

は、地域に関する実測図を福岡県教育委員会、筑紫野市教

育委員会に備え置いて縦覧に供する。

表1-3　史跡指定にかかわる地番（官報告示文）

出典：官報告示　号外第 225 号　平成 25 年 (2013)10 月 17 日
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第１章 第１章　保存活用計画策定の目的と経過

地　　　番 面積（㎡） 地目 所有者

1 太宰府市大字北谷字宝満山 1 1,075.00 境内地 宗教法人　竈門神社

2 太宰府市大字北谷字宝満山 2 番 2 46,110.00 保安林 宗教法人　竈門神社

3 太宰府市大字内山字竈門山 1 番 84.00 保安林 宗教法人　竈門神社

4 太宰府市大字内山字竈門山 2 番 1 57,127.00 保安林 宗教法人　竈門神社

5 太宰府市大字内山字竈門山 2 番 2 120,145.00 保安林 宗教法人　竈門神社

6 太宰府市大字内山字本谷 780 番 1 6,472.00 保安林 宗教法人　天台宗

7 太宰府市大字内山字本谷 780 番 16 4,563.00 保安林 宗教法人　天台宗

8 太宰府市大字内山字本谷 794 番 3,225.00 山林 宗教法人　竈門神社

9 太宰府市大字内山字御供ヤ谷 883 番 12,401.00 境内地 宗教法人　竈門神社

10 太宰府市大字内山字大門 918 番 1 309.00 畑 個人

11 太宰府市大字内山字大門 919 番 1 804.00 田 個人

12 太宰府市大字内山字大門 919 番 2 2.76 用悪水路 太宰府市長楠田大蔵

13 太宰府市大字内山字大門 919 番 3 0.60 田 個人

14 太宰府市大字内山字大門 919 番 4 2.71 田 個人

15 太宰府市大字内山字大門 919 番 5 1.19 田 個人

16 太宰府市大字内山字大門 920 番 1 200.00 田 個人

17 太宰府市大字内山字大門 920 番 3 35.00 用悪水路 太宰府市長楠田大蔵

18 太宰府市大字内山字大門 921 番 1 424.00 田 個人

19 太宰府市大字内山 1404 番 232.00 公衆用道路 太宰府市長楠田大蔵

20 太宰府市大字内山 1642 番 2 30.00 用悪水路 個人

21 太宰府市大字内山 1642 番 3 57.00 用悪水路 太宰府市長楠田大蔵

22 筑紫野市大字大石 795 番 332,248.00 保安林 宗教法人　竈門神社

23 筑紫野市大字大石 796 番 101.00 境内地 宗教法人　竈門神社

24 筑紫野市大字大石 797 番 114.00 境内地 宗教法人　竈門神社

25 筑紫野市大字大石 798 番 25,914.00 保安林 宗教法人　竈門神社

26 筑紫野市大字大石 799 番 48.00 境内地 宗教法人　竈門神社

27 筑紫野市大字大石 800 番 1,504.00 保安林 宗教法人　竈門神社

28 筑紫野市大字本道寺 665 番 2 28,765.00 山林 宗教法人　竈門神社

29 太宰府市大字北谷字宝満山２番２と筑紫野市大字大石 798 番に挟まれる道路敷き 775.00 筑紫野市長藤田陽三

30 筑紫野市大字大石 797 番と国有林に挟まれる道路敷き 1.10 筑紫野市長藤田陽三

31
筑紫野市大字大石 795 番と国有林（10 林班）に挟まれ、筑紫野市大字大石 795 番と国
有林（９林班）に挟まれるまでの道路敷き

1,293.00 筑紫野市長藤田陽三

32 筑紫野市大字大石 795 番と筑紫野市大字大石 800 番に挟まれる道路敷き 129.00 筑紫野市長藤田陽三

33 筑紫野市大字大石 795 番に西接する道路敷き 36.00 筑紫野市長藤田陽三

34 筑紫野市大字大石 795 番に西接する道路敷き 6.26 筑紫野市長藤田陽三

35 筑紫野市大字大石 795 番に西接する道路敷き 33.00 筑紫野市長藤田陽三

36 筑紫野市大字大石 795 番に西接する道路敷き 11.00 筑紫野市長藤田陽三

37 筑紫野市大字大石 795 番に西接する道路敷き 11.00 筑紫野市長藤田陽三

38 筑紫野市大字大石 795 番に西接する道路敷き 1.76 筑紫野市長藤田陽三

39 筑紫野市大字大石 795 番に西接する道路敷き 2.18 筑紫野市長藤田陽三

40 筑紫野市大字大石 795 番に西接する道路敷き 48.00 筑紫野市長藤田陽三

太宰府市計 253,300.26 

筑紫野市計 391,041.30 

合　　　計 644,341.56 

３．指定地の土地所有状況

　現在の史跡宝満山の地番一覧と地籍・地目・所有者を表 1-4 に示す。所有者は宗教法人竈門神社、

宗教法人天台宗、個人、筑紫野市、太宰府市である。

　宗教法人竈門神社の所有は指定地内の筆数 14、面積 628,861.00㎡で、史跡宝満山の指定地の

約 97.6％を占める。

表1-4　地番一覧と地籍・地目・所有者

平成 30 年 9 月現在
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第１章　保存活用計画策定の目的と経過

第６節　宝満山保存活用計画策定委員会の設置と関連会議

１．宝満山保存活用計画策定委員会の設置

　本委員会は、保存管理・活用・整備に係る基本方針を定めるため、考古学や歴史・民俗学等の

各分野の専門家からなる「宝満山保存活用計画策定委員会」を設置した。

　なお、事務局は、筑紫野市ならびに太宰府市が共同で担い、平成 30 年 (2018) ４月 26 日締結

の「宝満山保存活用計画策定に関する協定書」においてその業務の分担を定めた。

委員（会　長） 小　田 富士雄 福岡大学名誉教授（考古学）

委員（副会長） 森 弘　子 福岡県文化財保護審議会専門委員（歴史・民俗学）

委　　　　員 猪　上 信　義 元福岡県森林林業技術センター研究員（樹木・植物）

委　　　　員 重　藤 輝　行 佐賀大学芸術地域デザイン学部教授（考古学）

委　　　　員 末　次 大　輔 宮崎大学工学部社会環境システム工学科教授（土木工学）

委　　　　員 藤　田 直　子 筑波大学人間総合科学研究科芸術専攻環境デザイン領域教授

（環境デザイン）

指 導 助 言 山　下 信一郎 文化庁文化財第二課史跡部門主任文化財調査官

入　佐 友一郎 福岡県教育庁教育総務部文化財保護課文化財保護係長

下　原 幸　裕 福岡県教育庁教育総務部文化財保護課文化財保護係技術主査

事 務 局

平成 30 年度

（筑紫野市） 上　野 二三夫 筑紫野市教育委員会教育長

八　尋 清　和 筑紫野市教育委員会教育部長

宮　原 博　揮 筑紫野市教育委員会教育部文化財課長

福　田 博　文 筑紫野市教育委員会教育部文化財課博物館・史跡整備担当係長

木　下 彰　悟 筑紫野市教育委員会教育部文化財課博物館・史跡整備担当技師（担当）

草　場 啓　一 筑紫野市教育委員会教育部文化財課博物館・史跡整備担当技師（担当）

（太宰府市） 樋　田 京　子 太宰府市教育委員会教育長

緒　方 扶　美 太宰府市教育委員会教育部長

城　戸 康　利 太宰府市教育委員会教育部文化財課長

江　坂 研　治 太宰府市教育委員会教育部文化財課保護活用係長

山　村 信　榮 太宰府市教育委員会教育部文化財課調査係長（担当）

髙　橋 　学 太宰府市教育委員会教育部文化財課保護活用係主任主査（担当）

令和元（平成31）年度

（筑紫野市） 上　野 二三夫 筑紫野市教育委員会教育長

長　澤 龍　彦 筑紫野市教育委員会教育部長

宮　原 博　揮 筑紫野市教育委員会教育部文化財課長
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小鹿野 　亮 筑紫野市教育委員会教育部文化財課博物館・史跡整備担当係長

佐　藤

川　口

海　出

智　輝

陽　子

淳　平

筑紫野市教育委員会教育部文化財課博物館・史跡整備担当主査（担当）

筑紫野市教育委員会教育部文化財課博物館・史跡整備担当主任（担当）

筑紫野市教育委員会教育部文化財課博物館・史跡整備担当主任（担当）

草　場 啓　一 筑紫野市教育委員会教育部文化財課博物館・史跡整備担当技師（担当）

（太宰府市） 樋　田 京　子 太宰府市教育委員会教育長

江　口 尋　信 太宰府市教育委員会教育部長

城　戸 康　利 太宰府市教育委員会教育部文化財課長

江　坂 研　治 太宰府市教育委員会教育部文化財課保護活用係長

山　村 信　榮 太宰府市教育委員会教育部文化財課調査係長（担当）

髙　橋 　学 太宰府市教育委員会教育部文化財課保護活用係主任主査（担当）

２．審議経過

 第 1 回宝満山保存活用計画策定委員会

  日時：平成 30 年 6 月 15 日

  場所：筑紫野市生涯学習センター 第 6 学習室

  内容：委員委嘱状交付

  　　　保存活用計画策定の趣旨と今後の進め方、史跡指定の経緯と宝満山の価値、

  　　　保存活用計画書の概要案

 宝満山保存活用計画策定委員会　現地視察

  日時：平成 30 年 9 月 22 日

  場所：宝満山

  内容：一の鳥居～西院谷・中宮跡～男道～山頂～東院谷～女道

 第 2 回宝満山保存活用計画策定委員会

  日時：平成 30 年 10 月 5 日

  場所：太宰府市役所　4 階　403 号室

  内容：第 1 回関係者会議報告

  　　　文化庁調査官現地指導内容報告

  　　　宝満山保存活用計画について（第 1 章～第 4 章）

 第 3 回宝満山保存活用計画策定委員会

  日時：平成 30 年 12 月 7 日

  場所：筑紫野市歴史博物館（ふるさと館ちくしの）2 階　研修室

  内容：1 章から 3 章の修正内容確認について

  　　　4 章及び 5 章の内容の協議
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 第 4 回宝満山保存活用計画策定委員会

  日時：令和元年 5 月 23 日

  場所：筑紫野市歴史博物館（ふるさと館ちくしの）　2 階　研修室

  内容：4 章の一部修正内容確認、5 章の修正案の協議

  　　　6 章～ 8 章の内容の協議

 第 5 回宝満山保存活用計画策定委員会

  日時：令和元年 8 月 19 日

  場所：筑紫野市歴史博物館（ふるさと館ちくしの）2 階　研修室

  内容：5 章～ 8 章の修正案の協議

  　　　9 章～ 12 章の内容の協議

 第 6 回宝満山保存活用計画策定委員会

  日時：令和元年 10 月 29 日

  場所：筑紫野市歴史博物館（ふるさと館ちくしの）2 階　研修室

  内容：8 章～ 12 章の修正案の協議

  　　　計画全体の確認

３．関係者会議

　本史跡は、公有地化されていない範囲を含むため、保存管理や活用については、地権者、地域

代表者による関係者会議を組織し、保存活用計画の策定を進めることとした。

関係者会議参加者：土地所有者、地域代表者

 第 1 回宝満山保存活用計画関係者会議

  日時：平成 30 年 8 月 24 日

  場所：太宰府市いきいき情報センター

  内容：史跡宝満山保存活用計画策定についての説明

  　　　保存活用計画策定の趣旨と今後の進め方、史跡指定の経緯と宝満山の価値、 

  　　　保存活用計画書の概要案

 第２回宝満山保存活用計画関係者会議

  日時：令和元年 7 月 19 日

  場所：太宰府市いきいき情報センター

  内容：保存活用計画策定の進捗状況についての説明

  　　　史跡宝満山の保存管理について、今後のスケジュール
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 第３回宝満山保存活用計画関係者会議

  日時：令和元年 11 月 8 日

  内容：保存活用計画素案の完成についての説明、今後のスケジュール

４．関係者協議

　本史跡は複数行政にまたがるため、情報の集約や共有のため関係者会議のほかに各行政が単独

で地権者、地域代表者と協議をおこなう場を設けた。

　＜筑紫野市＞

 平成 30 年 10 月 6 日（土）　　御笠まちづくり協議会　文化遺産部

 平成 30 年 12 月 26 日（水）　　御笠まちづくり協議会　文化遺産部

 令和 元 年 6 月 8 日（土）　　御笠まちづくり協議会　文化遺産部

 令和 元 年 9 月 27 日（金）　　御笠まちづくり協議会　文化遺産部

 令和 元 年 12 月 23 日（月）　　関係者会議

　＜太宰府市＞

 平成 30 年 7 月～ 10 月　地権者

 令和 元 年 7 月～ 12 月　地権者・関係者

５．パブリックコメント

　本史跡の保存活用計画について市民に幅広い意見を聴取し、より良い計画策定の参考とするた

め、両市でパブリックコメントの募集を行う。

閲覧・意見提出期間：令和元年 12 月 16 日～令和 2 年 1 月 24 日
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